
（単位：千円）

１．一般会計

（子ども一人当たり１０万円相当の給付のうち、先行して
支給することとしていた現金５万円に加え、子育て世帯の
皆様にいち早く給付金を全額お届けするため、今回、残り
の５万円分を追加して補正予算を計上するものであり、現
金１０万円を一括して支給するもの）

947,000

令和３年度１２月補正予算の主要事業

子育て世帯臨時特別給付金


